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貢 新 旧 摘  要 

  

土木工事書類作成マニュアルの適用 

 

 

１．適用範囲 

   神奈川県土木工事共通仕様書を適用する工事。 

 

２．その他 

   本マニュアルでは、現行ルールの徹底による書類簡素化を青字で、改善に

よる書類簡素化を赤字で記載しています。 

本マニュアル及び工事書類の様式集（pdf 版・word 版）を神奈川県ホー

ムページに掲載していますのでご利用ください。 

   なお、改正した場合も神奈川県ホームページに掲載しますので必ず最新版

を参照願います。 

 

 

◎ 神奈川県ホームページ 

ホーム > 産業・働く > 入札・公共工事 > 公共工事 > 公共工事の監督・
検査に関する提供情報 > 神奈川県公共工事における⼟⽊工事書類作成マニ
ュアルについて 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f490113/p12755.html  

 
 
 

 

土木工事書類作成マニュアルの適用 

 

 

１．適用範囲 

   神奈川県土木工事共通仕様書を適用する工事。 

 

２．その他 

   本マニュアルでは、現行ルールの徹底による書類簡素化を青字で、改善に

よる書類簡素化を赤字で記載しています。 

本マニュアル及び工事書類の様式集（pdf 版・word 版）を神奈川県ホー

ムページに掲載していますのでご利用ください。 

   なお、改正した場合も神奈川県ホームページに掲載しますので必ず最新版

を参照願います。 

 

 

◎ 神奈川県ホームページ 

ホーム > 産業・働く > 入札・公共工事 > 公共工事 > 公共工事の監督・
検査に関する提供情報 > 神奈川県公共工事における⼟⽊工事書類作成マニ
ュアルについて 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f490113/p12755.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URLの修正 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f490113/p12755.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f490113/p12755.html
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１－１６ 

 

 
１－２ 施工体制   
 
１－２－１ 施工体制台帳・施工体系図 
 

～～～ 中 略 ～～～  
 

（２）施工体制台帳の構成  
①施工体制台帳本紙 

②発注者との契約書写し 

③元請業者と一次下請業者との契約書の写し（下請金額、工期及び作業内

容がわかるようにすること） 

④主任技術者又は監理技術者がその技術者の資格を有することを証明する

書類の写し 

⑤主任技術者又は監理技術者が自社（元請）に雇用期間を限定することな

く雇用されていることを証明する書類の写し 

⑥専門技術者（置く場合に限る）が専門工事に係わる主任技術者資格を有

することを証明する書類の写し 

⑦専門技術者（置く場合に限る）が自社に雇用期間を限定することなく雇

用されていることを証明する書類の写し 

⑧再下請負通知書本紙 

⑨再下請負業者との契約書の写し 

 

～～～ 中 略 ～～～  
 

（４）その他  
   １）施工体制台帳は、工事現場ごとに備えておく。 

２）施工体系図は、工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に

掲示する。 

 

 

（５）様式  
        施工体制台帳（再下請通知書を含む）  
        施工体系図  
  ※  施工体 制台帳及び施工体系図 の作成方法は巻末資料 を参照してくださ

い。 

 
 

 
１－２ 施工体制   
 
１－２－１ 施工体制台帳・施工体系図 
 

～～～ 中 略 ～～～ 

 
（２）施工体制台帳の構成  

①施工体制台帳本紙 

②工事担当技術者台帳 

③発注者との契約書写し 

④元請業者と一次下請業者との契約書の写し（下請金額、工期及び作業内容

がわかるようにすること） 

⑤主任技術者又は監理技術者がその技術者の資格を有することを証明する

書類の写し 

⑥主任技術者又は監理技術者が自社（元請）に雇用期間を限定することなく

雇用されていることを証明する書類の写し 

⑦専門技術者（置く場合に限る）が専門工事に係わる主任技術者資格を有す

ることを証明する書類の写し 

⑧専門技術者（置く場合に限る）が自社に雇用期間を限定することなく雇用

されていることを証明する書類の写し 

⑨再下請負通知書本紙 

⑩再下請負業者との契約書の写し 

～～～ 中 略 ～～～  
 

（４）その他  
   １）施工体制台帳（工事担当技術者台帳を含む）は、工事現場ごとに備えて

おく。 

２）施工体系図は、工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲

示する。 

 

（５）様式  
        施工体制台帳（再下請通知書、工事担当技術者台帳を含む）  
        施工体系図  
  ※  施 工 体 制 台帳 及 び 施 工 体 系 図 の作 成 方 法 は 巻 末 資 料を 参 照 し て く だ さ

い。 
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２－３７ 

 

 
２－８ ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票  
 

神奈川県では、平成 14 年 10 月 1 日に「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」

を一部改正し、条例に規定する排出基準を満たさないディーゼル車の県内全域での運行を

禁止するディーゼル車の運行規制を平成 15 年 10 月 1 日から実施しています。 
知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は関係人に対し、報告を求め

ることができます（条例第108条）。 
このため、これまで「ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票」の作成、提示

を求め、法令順守の確認をしていましたが、近年、県土整備局発注工事の抜打ち検査や完

成検査等において、ディーゼル車の排ガス規制に係る違反車両が発見されていないことか

ら、確認票の作成は不要とします。 
監督員が違反車両の可能性がある（例えば、車体が古い）と判断した場合には、監督員

は車検証等の提示を求め、大気水質課が公表している「ディーゼル車運行規制の対象車の

判断方法」により、違反者車両であるか否かの判断をすることとします。 
※ 「ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票」の作成は不要です。 

 
工事中に監督員等や県大気水質課のパトロールにより違反車両が発見されたときは、工

事成績評定の法令遵守項目において、受注者の車両であれば－８点、下請業者の車両であ

れば－５点の減点が課されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
２－８ ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票  
 

神奈川県では、平成 14 年 10 月 1 日に「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」を

一部改正し、条例に規定する排出基準を満たさないディーゼル車の県内全域での運行を禁

止するディーゼル車の運行規制を平成 15 年 10 月 1 日から実施しています。 
知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は関係人に対し、報告を求め

ることができることから（条例第108条）、「ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確

認票」の作成、提示を求めています。 
※ 「ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票」は提示書類であり、提出書類で

はありません。 
 

従来、「ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認票」に、車検証等のコピー添付

を求めていましたが、建設業界から書類の簡素化の強い要望を受け、技術管理課が県大気

水質課と協議したところ、平成２１年１月以降、車検証等のコピー添付を求めないことに

なりました。 
※ 車検証等のコピー添付は不要です。 

 
なお、神奈川県の大気水質課が工事現場のパトロールを行っており、違反車両が発見さ

れたときは、工事成績評定の法令遵守項目において、受注者の車両であれば－８点、下請

業者の車両であれば－５点の減点が課されます。 
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２－３８ 
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２－３８ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 上記イ については、装着証明書により確認ができる 
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添１－１ 
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